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一

大
分
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
四
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
四
十
七
号

大
分
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
大
分
県
規
則
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
歳
入
を
納
付
し
よ
う
と
す
る
指
定
金
融
機
関
若
し
く
は
収
納
代
理
金
融

機
関
又
は
金
銭
出
納
員
の
所
属
す
る
事
務
所
の
取
引
店
（
金
銭
出
納
員
が
旅
行
先
で
受
領
し
て
払
い
込
む
場

合
は
、
当
該
払
込
み
を
す
る
指
定
金
融
機
関
）
が
加
入
し
て
い
る
手
形
交
換
所
の
交
換
取
扱
地
域
内
」
を

「
全
国
の
区
域
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
号
様
式
の
注
を
注
１
と
し
、
同
様
式
の
注
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２
令
和
４年

１２月
３１日

後
に
納
税
義
務
又
は
特
別
徴
収
義
務
が
成
立
す
る
県
税
に
係
る
更
正
請
求
書

と
し
て
用
い
る
場
合
に
は
、
「
更
正
前
の
課
税
標
準
税
額
等
」
の
欄
中
「
課
税
標
準
」
は
記
載
せ

ず
、
「
税
額
」
に
は
、
納
付
し
、
又
は
納
付
す
べ
き
税
額
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
七
号
様
式
の
改
正
規
定
は
、
令
和
四
年

十
二
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
改
正
前
の
大
分
県
税
条
例
施
行
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

改
正
前
の
大
分
県
税
条
例
施
行
規
則
第
二
十
七
号
様
式
の
規
定
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の

補
正
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
分
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
四
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
四
十
八
号

大
分
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
会
計
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
大
分
県
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
以
下
本
条
」
を
「
次
項
」
に
、
「
歳
入
を
納
付
し
よ
う
と
す
る
指
定
金

融
機
関
等
又
は
会
計
管
理
者
等
及
び
金
銭
出
納
員
の
所
属
す
る
本
庁
等
若
し
く
は
か
い
の
所
在
地
を
所
轄
す

る
指
定
金
融
機
関
（
会
計
管
理
者
等
及
び
金
銭
出
納
員
が
旅
行
先
で
受
領
し
て
払
い
込
む
場
合
は
、
当
該
払

込
み
を
す
る
指
定
金
融
機
関
等
）
の
支
店
が
加
入
し
て
い
る
手
形
交
換
所
の
交
換
取
扱
地
域
内
」
を
「
全
国

の
区
域
」
に
改
め
る
。

第
五
十
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
公
共
料
金
明
細
事
前
通
知
サ
ー
ビ
ス
（
指
定
金
融
機
関
が
支
払
の
期
日

前
に
口
座
振
替
に
係
る
額
等
の
情
報
を
通
知
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
）
に
よ
る
通
知
を
受
け
て
自
動
口

座
振
替
の
方
法
に
よ
り
支
払
を
す
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
会
計
管
理
局
会
計
課
長
を
資
金
前
渡
職
員
に
充

て
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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